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2026 年 6 月 1 日発行  

※ いただいた個人情報は講座に限り利用させていただきます。この紙はリサイクルできます。 

日 時 ： 6月 16日（火）10：30～11：30 

会 場 ： 寺岡児童センター 遊戯室 

対 象 ： 歩ける 1歳～3歳（未就園児）と保護者 20組 

申し込み： 6月 2日（火） 10：00～ 

      寺岡児童センター窓口又は電話にて  
 

【お問合せ先：寺岡児童センター 022-378-3288 】 

 

令和 8 年度 寺岡児童センター・寺岡市民センター共催事業 親子の広場① 

運動苦手な子も大好きな子も、楽しく体を動かそう！ 

～親子で３Ｂ体操～ 

 

 

動きやすい服装で

お越しください！ 

令和 8 年度寺岡市民センター主催事業 「ひろがるまち・にぎわい創出プロジェクト！」② 

寺岡小中学校区学校支援地域本部・寺岡市民センター共催 寺岡連合町内会連携事業 

日 時：６月２8 日（日）午前の部１０時～１２時 

              午後の部１３時～１５時 

場 所：寺岡 Knots  

対 象：地域の方どなたでも（申し込み不要・参加費無料） 

持ち物：飲み物  

※折り鶴・紙花・提灯の３つを作ると、おみやげがあります。 

※紙衣・巾着・短冊などの「７つ飾り」を作るコーナーもあります。 

※午前か午後のどちらかを選んでご来場ください！時間内出入り自由です！ 

※子どもから大人まで、全ての世代の方のご来場をお待ちしています！ 

 

〒981-3204 仙台市泉区寺岡 2-14-4  TEL：378-4490 FAX:378-4534 

【仮事務所】〒981-3111 仙台市泉区松森字城前 9-2（松森市民センター内） 

※ホームページ公開中です。QR コード対応機種をお持ちの方は、右記 QR コードを

ご利用ください。https：www.sendai-shimincenter.jp 
 

 寺岡市民センター  検索  

熱中症予防

のため飲み

物を持って

きてね！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【６月の仮事務所のお休み】  1 日(月) 8 日(月) 15 日(月) 22 日(月) 29 日(月) 

令和 8年度老壮大学「多聞塾」を開講しました 

 
5 月 12 日（火）令和８年度の「多聞塾」を開講しました。 

今年度は大規模修繕工事中のため、全 5 回に短縮して 57 名の受講生での開催となります。 

初回は今年度会場をお借りする仙台白百合学園中学・高等学校の鈴木校長先生をお迎えして、「日

本のミッションスク―ル」についての講話と聖堂でのパイプオルガンの演奏、そして図書館やレジ

ナパーチスホールなどの校舎案内をしていただきました。 

受講生からは、「近くなのになかなか見学することのできないミッションスクールをじっくりと説

明を聞きながら、見られて良かった。校長先生の物腰の柔らかい優しい口調で心地よく過ごせた。」

といった感想などが多く寄せられました。 

大規模修繕工事中の 

乾燥生ごみ回収について 

乾燥生ごみの受付も停止しています。 

近隣の施設をご利用ください。 
 
〈主な近隣施設〉 

泉環境事業所（松森字阿比古 33） 

松陵市民センター（松陵 5-20-2） 

  

 

 〈お問合せ先〉 

   仙台市環境局家庭ごみ減量課 

      （ 022-214-8226） 

大規模修繕工事中の 

資源回収庫について 

資源回収庫の利用はできません。 

近隣の施設をご利用ください。 
 
〈主な近隣施設〉 

根白石市民センター（泉区根白石字杉下前 24） 

高森市民センター（泉区高森 6-1-2） 

泉総合運動場（野村字新桂島前 60） 

 

 〈お問合せ先〉 

   仙台市環境局家庭ごみ減量課 

      （ 022-214-8226） 

 

泉区の市民センター（泉区中央・加茂・松森・桂・南中山・高森・南光台）では、減免を承認されている 

団体に限り印刷機を使用できます。※ご利用の際は、「仙台市市民センター利用料減免登録証」の提示が必要です。 

・利用料：1 製版 2,000 枚まで 100 円。1 製版 2,000 枚を超えるごとに 100 円追加。1 日 1 団体 6,000 枚まで。 

・利用できる印刷物：団体内部の打合せ・会議資料・団体主催行事のチラシ。 

 

詳しくは各市民センターに

お問合せください。 

市民センター印刷機利用について 

日 時：6 月 20日(土)10:00～14:00 ※開場 9:50 

場 所：宮城野区文化センター パトナシアター 

参加方法：入場フリー (事前申込不要) 

カンカクをとぎすまして大人もこどもも楽しもう☆ 

スタンプを集めるともらえるプレゼントもあるよ！ 


